
 

 

役 員 報 酬 規 程 

 

第１条 この規程は、社会福祉法人桃寿会定款第８条により、桃寿会の役員が 

理事長の命により施設の業務に携わったことに対する報酬について必要 

   な事項を定める。 

 

第２条 役員とは、理事長・理事・監事・評議員をいう。 

 

第３条 施設とは、社会福祉法人桃寿会で行っている次にあげる施設をいう。 

   一 特別養護老人ホームざおうの杜 

   二 在宅複合型施設ざおうの杜 

   三 特別養護老人ホームざおうの杜あおそ館 

 

第４条 対象となる業務は、次のものをいう。 

   一 それぞれの事業の運営指導 

   二 第３条に謳っている施設の環境整備 

   三 その他 

 

第５条 報酬額については、次のとおり支給する。ただし、職員として給与をもらっ 

      ている場合には、報酬は支給されないものとする。 

   一 理事長      月額３０万円 

 

第６条 この法人が定款で定めた理事会、評議員会、監事による監査を実施した場合の 

   役員報酬は、会議等開催場所が施設内、施設外を問わず（１会議等につき）15,000円 

      とする。ただし、同一の日に開催した会議等（評議員会後の理事会等）については、 

   １回として支給する。 

 

 

付 則 一、この規程は平成２０年４月１日から施行する。 

    一、この規程は平成２３年４月１日から施行する。 

    一、この規程は平成２８年１２月１日から施行する。 

    一、この規程は遡って平成２８年１２月１日から施行する。 

    一、この規程は遡って平成３１年４月１日から施行する。 

 


